
注記：浦安市から他市への引っ越しの手続きは住み始める前にできます。（目安：引っ越す日の14日前から）

転出手続き後は、マイナンバーカードは一時停止されるのでご注意ください。（転出先で継続利用手続きをお願いします。）

いずれかの方法で手続きできます。

①【推奨】マイナポータルもしくはコンビニなどにあるキオスク端末で

暗証番号の再設定をすることが可能です。

再設定を行うことでオンラインで「引越しワンストップサービス」を

利用してスマートフォンからオンラインで手続きできます。

注記：引っ越す予定の30日前から住み始めてから10日以内で手続きできます。

②窓口で手続きできます。

記載台で書くもの→住民異動届

持参するもの→マイナンバーカード

発券機で発券するもの→「転入・転出・転居、世帯分離・合併など」

③郵送で手続きできます。

送付するもの→住民異動届、マイナンバーカードのコピー

注記：住み始めてから14日目を超えてから手続きをする場合、マイナンバーカードの利

用ができなくなるため、返信用封筒（切手を貼ってあるもの）を同封してください。こ

の場合、手続きが遅れた理由を住民異動届の備考欄にご記入ください。

いずれかの方法で手続きできます。

①【推奨】「引越しワンストップサービス」を利用して

スマートフォンからオンラインで手続きできます。

注記：引っ越す予定の30日前から住み始めてから10日以内で手続きできます。

②窓口で手続きできます。

記載台で書くもの→住民異動届

持参するもの→マイナンバーカード

発券機で発券するもの→「転入・転出・転居、世帯分離・合併など」

③郵送で手続きできます。

送付するもの→住民異動届、マイナンバーカードのコピー

注記：住み始めてから14日目を超えてから手続きをする場合、マイナンバーカードの利

用ができなくなるため、返信用封筒（切手を貼ってあるもの）を同封してください。こ

の場合、手続きが遅れた理由を住民異動届の備考欄にご記入ください。

いずれかの方法で手続きできます。

①窓口で手続きできます。

記載台で書くもの→住民異動届

持参するもの→顔写真付きの本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど）

発券機で発券するもの→「転入・転出・転居、世帯分離・合併など」

②郵送で手続きできます。

送付するもの→住民異動届、顔写真付きの本人確認書類のコピー、返信用封筒（切手の貼ってあるもの、国内転入の方のみ）

注記：住み始めてから14日目を超えてから手続きをする場合、手続きが遅れた理由を住民異動届の備考欄にご記入ください。

【浦安市から他市への引っ越し】

英数字6文字以上16文字以内の

暗証番号はわかりますか？

国内での引っ越しですか？
マイナンバーカードを

お持ちですか？

4桁の暗証番号は

わかりますか？

英数字6文字以上16文字以内の

暗証番号はわかりますか？
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